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（留意事項）

・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とします。

・文字の大きさは、１２ポイントとします。

なお、図解の場合は１２ポイント以下でも構いませんが、その場合は、審査に支障をきたさない程度の大きさとするよう配慮願います。

・各項目の記載に当たっては、項目ごとに改ページしてください。

なお、記載量により一つの項目で２ページ以上になる場合には適宜ページを増やしていただいてかまいませんが、その次の項目は改ページをして記載してください。
・この項目一覧の「ページ」欄には、作成された県営住宅等指定管理事業計画書の項目ごとのページを記入してください。
・複数地域に応募する場合は、各地域の「共通部分」と「地域ごとに異なる部分」を区分して提出してください。

・指定管理業務の一部を申請者以外に委託することを計画している場合は、委託先、委託を行う理由等について記載する申請書類の様式９「委託予定業務一覧表」とも関連します。
・この様式で使用している業務の名称の定義は以下のとおりです。
「標準業務仕様書」

　　「県営住宅の維持管理及び運営等に関する標準業務仕様書」のことを指します。

「維持修繕業務等」
募集要項の９「(1)ア　県営住宅等の維持管理に関する業務」のことを指します。
「入居管理業務等」
募集要項の９「(1)イ　県営住宅等の利用の促進に関する業務」、「(1)ウ　その他県営住宅等の円滑な利用の確保に関する業務」のことを指します。
「国の交付金等を受けて行う維持修繕業務等」
維持修繕業務等のうち、国の交付金を受けて行う維持修繕業務のことを指します。（募集要項の９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱ）この業務は、業務実施要件等が異なるため、県営住宅等指定管理事業計画書の項目番号３、４においては、通常の維持修繕業務等と分けて記載をしてください。
なお、標準業務仕様書との関係は以下のとおりです。
	用語
	内容

	
	募集要項
	標準業務仕様書

	維持修繕業務等
	９‐(1)‐ア
	「Ⅱ－１－１　県営住宅等の維持管理等に関する業務」、「Ⅱ－１－２　国の交付金等を受けて行う維持修繕業務」に記載のある業務

	入居管理業務等
	９‐(1)‐イ、ウ
	「Ⅱ－２　県営住宅等の利用の促進に関する業務」、「Ⅱ－３　その他県営住宅等の円滑な利用の確保に関する業務」に記載のある業務


団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等
	県営住宅等の果たすべき役割を踏まえ、効率的な県営住宅等の管理運営のための基本的な考え方について、記載してください。

	主な評価項目　Ⅰ-(1)

	①公営住宅法等の関係法令及び条例等を遵守し、県営住宅等の果たすべき役割を踏まえ、効果的・効率的な管理運営のための基本的な考え方

　
②県営住宅の特性を理解し、高齢者、障がい者、外国籍県民など配慮が必要な入居者に対してサービスを行うための基本的な考え方
③業務の一部を委託する場合の業務内容等

（注）委託とは、工事の請負等を含め、指定管理者が業務の一部を外注する行為を指す。以下同じ。



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　指定管理業務全体の実施体制、職員配置
	指定管理業務を管理開始直後から実施するための実施体制や職員の配置（業務経験を有する者や有資格者等の雇用の有無）について、担当する指定管理業務、職員数、正・臨時職員の別、資格保有状況、他の業務との兼務の状況等や業務実施時間も含めて、記載してください。

	主な評価項目　　Ⅰ－(2)②・(3)②、Ⅲ－(7)

	1 指定管理業務の実施体制




	②職員の配置状況
所属

雇用形態及び指定管理業務の専従・兼務の区別

担当する指定管理業務

経験年数

資格保有状況等

職名等

正規職員

臨時職員

計

専従

兼務

専従

兼務

合　計



	③職員の内訳
正規職員・臨時職員の内訳

専従職員・兼務職員の

実質的な指定管理業務従事職員の内訳

内訳

(左のうち

増員計画)

兼務

割合%

維持修繕業務等
入居管理業務等

合　計

 　　　A

県費のみ
国交付金等
正規職員

名
専従職員

名

( 名)

100%

名

名

名

名

兼務職員

名

( 名)

%

名

名

名

名

臨時職員

名

専従職員

名

( 名)

100%

名
名
名
名

兼務職員

名

( 名)

 %

名

名

名

名

合　　計

名

名

( 名)

名

名

名

名

④業務実施時間




団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　維持管理の実施方針
	維持管理の実施方針について、具体的に記載してください。
なお、標準業務仕様書等で規定する業務水準を上回る施設の効果的・効率的な運営のための積極的な提案等があれば、併せて記載してください。

	主な評価項目　　Ⅰ－(2)①

	①老朽化が進む県営住宅等の特性や課題を踏まえた維持管理の実施方針
②維持修繕業務の円滑な遂行の実施方針
➂維持修繕業務における地域事業者との連携



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　維持管理の実施体制
	前項で記載した実施方針や内容を踏まえて、実施体制について、具体的に記載してください。
なお、標準業務仕様書等で規定する業務水準を上回る施設の効果的・効率的な運営のための積極的な提案等があれば、併せて記載してください。

	主な評価項目　　Ⅰ－(2)②

	①老朽化が進む県営住宅等の特性や課題を踏まえた維持管理の実施体制
②維持修繕業務の円滑な遂行の実施体制
➂維持修繕業務における地域事業者との連携
④的確な募集に向けた空き住戸の状況把握の実施体制



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

５　入居者管理業務（入居者対応等）の実施方針
	県営住宅等の入居管理業務の実施方針について、具体的に記載してください。
なお、標準業務仕様書等で規定する業務水準を上回る利用者サービスの向上のための具体的な提案があれば、併せて記載してください。

	主な評価項目　　Ⅰ－(3)①

	①入居者のニーズや苦情、トラブル等への対応の実施方針
②高齢者、障がい者、外国籍県民など多様な入居者への対応や支援の実施方針
　
➂活動が停滞している自治会に対する支援の実施方針
　
④共用部分代行管理業務の実施方針



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　入居者管理業務（入居者対応等）の実施体制
	前項で記載した入居管理業務の実施方針や取組内容の実施に当たって重要となる、入居者からの届出申請、修繕依頼、苦情・要望・相談の受付窓口や、県との連絡体制、巡回体制等について、具体的に記載してください。

なお、標準業務仕様書等で規定する業務水準を上回る施設の効果的・効率的な運営のための積極的な提案等があれば、併せて記載してください。

	主な評価基準　　Ⅰ－(3)②


	①入居者のニーズや苦情、トラブル等への対応の実施体制
②諸手続き（許認可補助、家賃関連補助、駐車場使用者管理）の実施体制
③高齢者、障がい者、外国籍県民など多様な入居者への対応や支援の実施体制
④活動が停滞している自治会に対する支援の実施体制
⑤サービスセンターでの入居者対応等の実施体制
⑥共用部分代行管理業務の実施体制
⑦市町など関係機関との連携の実施体制



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　単身高齢者等の見守り
	単身高齢者等の見守りについて、具体的に記載してください。

	主な評価基準　　Ⅰ－(3)③

	①県営住宅の入居対象者の特性を踏まえた取組
②高齢者等の安心に資する取組
③緊急事態の早期発見



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　危機管理等に対する計画と備え
	県営住宅等は「公の施設」であると同時に、入居者の生活の基盤であることから、地震・台風などの災害及び事故等の発生時には、被害状況を速やかに把握し、県に報告するなど、県と指定管理者の間で緊急対応のための連絡体制が必要になります。また、県営住宅等は各地域に散在しており、特に大規模地震発災時には、指定管理者及び県が協定を締結している一般社団法人神奈川県建築業協会所属企業と役割分担して被害状況の把握を行っているところです。
災害及び事故等の発生時の指定管理者と県との緊急連絡体制等の詳細は、決定した指定管理者に県が説明して確立させる部分もありますが、現時点での、危機管理体制に関する具体的な考え方等について記載してください。

	主な評価基準　　Ⅰ－(4)

	①台風接近時や南海トラフ地震臨時情報発表時等における予防措置の考え方及び体制
②大規模災害等の発生時における施設及び入居者の安全確保の考え方及び体制
③施設の破損、事故等の緊急時における施設及び入居者の安全確保の考え方及び体制
④県や関係機関等との連携についての考え方及び体制



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

９　健康団地への再生に向けた取組
	健康団地への再生に向けた取組について、具体的に記載してください。

	主な評価基準　　Ⅰ－(5)

	①健康団地の趣旨に対する理解

②健康団地の再生に向けた取組

➂関係機関や団体との連携




団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

10　節減努力等 

	経費積算内訳書（収支計画書）により審査しますので、記載不要です。
ただし、アピールポイントがあれば、記載してください。

	主な評価基準　　Ⅱ－(6)

	


団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

11　人的な能力、執行体制 
	県営住宅等の指定管理者として適正な管理運営を行っていくために、果たすべき役割を十分理解した人材を育成・採用するための方針等について、具体的に記載してください。

	主な評価基準　　Ⅲ－(7)

	①指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員配置等の状況
②業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の状況

③指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための人材育成や職員採用の状況、労働時間短縮の取組や職場のハラスメント対策など労働環境の確保に係る取組状況



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

12　財政的な能力 

	直近の３事業年度分の決算書等申請書類により審査しますので、記載不要です。

	主な評価基準　　Ⅲ－(8)

	


団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

13　コンプライアンス、社会貢献
	諸規程の整備、環境への配慮、障がい者等への配慮、社会貢献活動等について、具体的に記載してください。

	主な評価基準　　Ⅲ－(9)

	①指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規程の整備、施設設備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向けた取組の状況（労働条件審査の実施予定など施設職員に係る労働条件の確認の有無を含む）
②指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
　
③再生可能エネルギー電力の利用に向けた取組
　
④法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え方と実績
　
⑤障害者差別解消法及び神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例に基づく合理的配慮の提供など、「ともに生きる社会かながわ憲章」の主旨を踏まえた取組についての考え方
　

⑥手話言語条例への対応
　

⑦社会貢献活動等、ＣＳＲの考え方と実績、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

14　事故・不祥事への対応、個人情報保護

	事故・不祥事への対応、個人情報保護について、具体的に記載してください。

	主な評価基準　　Ⅲ－(10)

	①募集開始の日から起算して過去３年間の重大な事故または不祥事の有無ならびに事故等があった場合の対応状況及び再発防止策構築状況
②個人情報保護についての方針・体制、職員に対する教育・研修体制及び個人情報の取扱いの状況



団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　

15　これまでの実績

	共同住宅管理実績（様式11－１・２、12）により審査しますので、記載不要です。

	主な評価基準　　Ⅲ－(11)

	


団体又はグループの名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請地域　　　　　　　　　　　　　　　　　
16　（加点項目）県営住宅等の課題の解決に向けた事業提案
	県営住宅等の課題の解決に向けた事業提案について具体的に記載してください。ただし、大項目「Ⅰ　サービスの向上」の内容と重複するものは不可とします（「Ⅰ　サービスの向上」と重複するものは加点項目の評価対象から除外します）。

	主な評価基準　　加点項目

	①次のいずれか又は複数の課題の解決に向けた自主事業の内容

・入居者の高齢化

・施設の老朽化

・空き住戸、空き店舗、空き駐車場等の有効活用や劣化防止
　



（様式２）
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